
告 示

�愛媛県告示第２１０号
平成３１年２月８日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

平成３１年３月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

河 村 知 己 愛媛県四国中央市
愛媛県四国中央市土
居町野田乙１０１１番１
ほか２筆

１，７３０

小 野 春 雄 愛媛県新居浜市 愛媛県新居浜市角野
新田町二丁目３１８８番 ２，９９５

近 藤 順 子 愛媛県松山市 愛媛県松山市河野別
府５４４番１ほか３筆 ３，５６９

株式会社
横林農園 愛媛県松山市 愛媛県松山市小山田

甲１９番ほか８筆 １９，００１

株式会社
横林農園 愛媛県松山市 愛媛県松山市小山田

乙１２０４番４１ ２，８９５

２ 認可年月日

平成３１年３月１１日

�������
�愛媛県告示第２１１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、大洲河川国道事務所長から次のとおり

公共測量が終了した旨の通知があった。

平成３１年３月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 平成３０年１０月１０日から

平成３１年２月２８日まで

３ 作業地域 愛媛県西予市宇和町

�������
�愛媛県告示第２１２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、新居浜市長から次のとおり公共測量が

終了した旨の通知があった。

平成３１年３月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（３級基準点）

２ 作業期間 平成３１年１月２８日から

３月４日まで

３ 作業地域 新居浜市王子町、新田町２丁目

�������
�愛媛県告示第２１３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、松山広域都市計画道路事業３・４・４２号中之川通線（松山市施

行）の事業計画の変更を次のように認可した。

平成３１年３月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

平成２６年１０月３日から

平成３９年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

平成２６年愛媛県告示第１１２７号の事業地のうち竹原三丁目地内

において事業地を変更する。

� 使用の部分

変更なし

�������
�愛媛県告示第２１４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、松山広域都市計画道路事業３・５・４４号本町宝塔寺線（松山市

施行）の事業計画の変更を次のように認可した。

平成３１年３月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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１ 事業施行期間

平成２７年７月１０日から

平成３９年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

平成２７年愛媛県告示第８９１号の事業地のうち愛光町及び�町
地内において事業地を変更する。

� 使用の部分

変更なし

�愛媛県告示第２１５号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成３１年３月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２１６号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成３１年３月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２１７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成３１年３月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２１８号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成３１年３月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２８）第００６２０３号 平成２８年
６月１３日 �森木工所 森 常夫 八幡浜市保内町磯崎２－

８
平成３１年
２月７日 建具工事業 建設業の廃業

（般－２６）第０１７３４１号 平成２６年
６月３０日 松野重機 谷口 幸正 北宇和郡松野町大字延野

２々３４６－１
平成３１年
２月２５日 とび・土工工事業 建設業の廃業

（法人成り）

（般－２８）第０１７７９３号 平成２８年
９月１５日 �冨士工業 冨士原亜希子 大洲市東若宮１４－３０ 平成３１年

２月２６日 板金工事業 建設業の廃業

（般－２７）第０１０８０４号 平成２７年
４月５日 �オキデン 沖野 義政 喜多郡内子町内子１５２０ 平成３１年

２月２７日
電気通信工事業
水道施設工事業

建設業の廃業
（一部）

（般・特－２８）
第００００１７号

平成２８年
５月２９日 �東部綜合建設 広瀬裕次郎 西予市野村町野村７－１７

０
平成３１年
２月２８日 造園工事業 建設業の廃業

（一部）

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

視 覚 障 害 眼 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 竹 澤 由 起 東温市志津川 平成

３１年３月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

藤 田 仁 志 社会医療法人社団更生会村上
記念病院 西条市大町７３９ 一般財団法人積善会十全総合

病院 新居浜市北新町１番５号 平成３１年
２月１日

荒 井 政 森 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１－１ 一般財団法人積善会十全総合
病院 新居浜市北新町１番５号 平成３０年

４月１日

森 岡 明 医療法人青峰会チヨダクリニ
ック 八幡浜市川通１４５５番地２２ 旭 町 内 科 ク リ ニ ッ ク 八幡浜市旭町３丁目１５１０－７３ 平成２２年

１２月２日

古 賀 繁 宏 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４丁目５－５ 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 平成２３年

４月１日

愛 媛 県 報平成３１年３月１９日 第３０６１号

１７４
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�
愛 媛 県

告示第１号
愛媛県公営企業管理局

愛媛県特定調達苦情検討委員会設置要綱（平成８年４月
愛 媛 県

告示第１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施
愛媛県公営企業管理局

行する。

平成３１年３月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県公営企業管理者 兵 頭 昭 洋

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�
愛 媛 県

告示第２号
愛媛県公営企業管理局

特定調達に係る苦情処理手続要綱（平成８年４月
愛 媛 県

告示第２号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。
愛媛県公営企業管理局

平成３１年３月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県公営企業管理者 兵 頭 昭 洋

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

平衡・音声・言語・そしゃく機
能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 羽 成 敬 広 東温市志津川 平成
３１年１月３１日

平衡・音声・言語・そしゃく機
能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 宮 地 祥 多 東温市志津川 平成
３１年２月２６日

改 正 後 改 正 前

（設置）

第１条 知事若しくは公営企業管理者（これらの者から委任を受け

た者を含む。）又は県が単独で設立する地方独立行政法人（地方

独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定す

る地方独立行政法人をいう。）の理事長（以下「調達機関」とい

う。）が行う特定調達（調達機関が行う物品等（地方公共団体の

物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政

令第３７２号）第２条第３号に規定する物品等をいう。）又は特定

役務（同条第４号に規定する特定役務をいう。）の調達をい

う。）に関し申し立てられた苦情（以下「苦情」という。）を、

公平かつ独立した立場から適切に処理するため、愛媛県特定調達

苦情検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（組織）

第３条 省略

２～４ 省略

５ 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任

中、その意に反して罷免されることがない。

� 破産手続開始の決定を受けたとき。

� 禁錮以上の刑に処せられたとき。

� 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認

められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しな

い非行があると認められたとき。

（庶務）

第８条 委員会の庶務は、出納局会計課において処理する。

（設置）

第１条 知事又は 公営企業管理者（その 委任を受け

た者を含む。

以下「調達機関」とい

う。）が行う特定調達（調達機関が行う物品等（地方公共団体の

物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政

令第３７２号）第２条第２号に規定する物品等をいう。）又は特定

役務（同条第３号に規定する特定役務をいう。）の調達をい

う。）に関し申し立てられた苦情（以下「苦情」という。）を、

公平かつ独立した立場から適切に処理するため、愛媛県特定調達

苦情検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（組織）

第３条 省略

２～４ 省略

（庶務）

第８条 委員会の庶務は、総務部管財課において処理する。

愛 媛 県 報平成３１年３月１９日 第３０６１号

１７５



改 正 後 改 正 前

１ 省略

２ 定義

� この要綱において「調達機関」とは、知事若しくは公営企業

管理者（これらの者から委任を受けた者を含む。）又は県が単

独で設立する地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５

年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人を

いう。）の理事長をいう。

� この要綱において「特定調達」とは、調達機関が行う物品

等（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める政令（平成７年政令第３７２号。以下「政令」という。）第

２条第３号に規定する物品等をいう。以下同じ。）又は特定役

務（同条第４号に規定する特定役務をいう。以下同じ。）の調

達をいう。

�・� 省略

３ 苦情の申立て

� 供給者は、特定調達が政府調達に関する協定（平成７年条約

第２３号）、政府調達に関する協定を改正する議定書（平成２６年

条約第４号）によって改正された同協定、経済上の連携に関す

る日本国と欧州連合との間の協定（平成３０年条約第１５号）その

他の国際約束（以下「協定等」という。）に違反して行われた

と判断する場合には、愛媛県特定調達苦情検討委員会（以下

「委員会」という。）に対し、苦情の申立てをすることができ

る。ただし、調達機関に解決を求め、協議を行うよう努めるも

のとする。

� 省略

４ 省略

５ 苦情処理手続

� 苦情の申立ては、特定調達手続のいずれの段階であっても、

行うことができる。ただし、協定等に違反して調達が行われた

と判断する根拠となった事実を知り、又は合理的に知り得た日

から１０日以内に、書面により行わなければならない。

� 省略

� 委員会は、協定等の安全保障のための例外等 に該当

すると調達機関が判断した調達に係る苦情の申立てについて

は、受け付けないものとする。

� 委員会は、苦情の申立てが次のいずれかに該当するときは、

書面により、理由を付して却下することができる。ただし、苦

情の申立てがあった日から１０作業日（愛媛県の休日を定める条

例（平成元年愛媛県条例第３号）第１条第１項に規定する県の

休日でない日をいう。以下同じ。）以内に、行うよう努めるも

のとする。

ア～オ 省略

�・� 省略

� 契約締結又は契約執行の停止

ア 委員会は、苦情の申立てが契約締結前に行われたものであ

るときは、原則として、関係調達機関に対し、当該苦情の処

理に係る期間内は契約を締結すべきでない旨の要請を、当該

苦情の申立てがあった日から１２作業日以内に、書面により行

うものとする。

イ～オ 省略

� 検討

１ 省略

２ 定義

� この要綱において「調達機関」とは、知事又は 公営企業

管理者（その 委任を受けた者を含む。）

をいう。

� この要綱において「特定調達」とは、調達機関が行う物品

等（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める政令（平成７年政令第３７２号。以下「政令」という。）第

２条第２号に規定する物品等をいう。以下同じ。）又は特定役

務（同条第３号に規定する特定役務をいう。以下同じ。）の調

達をいう。

�・� 省略

３ 苦情の申立て

� 供給者は、特定調達が政府調達に関する協定（平成７年条約

第２３号。以下「協定

」という。）に違反して行われた

と判断する場合には、愛媛県特定調達苦情検討委員会（以下

「委員会」という。）に対し、苦情の申立てをすることができ

る。ただし、調達機関に解決を求め、協議を行うよう努めるも

のとする。

� 省略

４ 省略

５ 苦情処理手続

� 苦情の申立ては、特定調達手続のいずれの段階であっても、

行うことができる。ただし、協定 に違反して調達が行われた

と判断する根拠となった事実を知り、又は合理的に知り得た日

から１０日以内に、書面により行わなければならない。

� 省略

� 委員会は、協定第２３条の規定に基づき協定の適用除外に該当

すると調達機関が判断した調達に係る苦情の申立てについて

は、受け付けないものとする。

� 委員会は、苦情の申立てが次のいずれかに該当するときは、

書面により、理由を付して却下することができる。ただし、苦

情の申立てがあった日から７作業日（愛媛県の休日を定める条

例（平成元年愛媛県条例第３号）第１条第１項に規定する県の

休日でない日をいう。以下同じ。）以内に、行うよう努めるも

のとする。

ア～オ 省略

�・� 省略

� 契約締結又は契約執行の停止

ア 委員会は、苦情の申立てが契約締結前に行われたものであ

るときは、原則として、関係調達機関に対し、当該苦情の処

理に係る期間内は契約を締結すべきでない旨の要請を、当該

苦情の申立てがあった日から１０日 以内に、書面により行

うものとする。

イ～オ 省略

� 検討
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ア～ウ 省略

エ ウの場合において、苦情申立人及び関係調達機関は、弁護

士又は委員会の承認を得た代理人若しくは補佐人を出席させ

ることができる。

オ 委員会は、エの承認を取り消すことができる。

カ 省略

キ 省略

ク 省略

ケ 省略

コ 省略

� 省略

６ 検討の結果及び提案

� 委員会は、苦情の申立てがあった日から９０日（建設工事（政

令第２条第４号イに規定する建設工事をいう。以下同じ。）に

係る苦情の申立てにあっては、５０日）以内に、次に掲げる点に

ついて明らかにするとともに、その理由を記載した報告書を作

成するものとする。

ア 省略

イ 苦情に係る調達手続が協定等に違反して行われたものか否

か

� 委員会は、特定調達が協定等に違反して行われたと判断する

場合には、次に掲げる是正策のうち、少なくとも一の適切な是

正策を記載した提案書を作成するものとする。

ア～オ 省略

� 委員会は、�の報告書及び�の提案書を作成するに当たって
か し

は、調達手続における瑕疵の程度、供給者に与えた不利益の程

度、協定等の趣旨の阻害の程度、苦情申立人及び関係調達機関

の誠意の有無、当該調達に係る契約の履行の程度、当該提案が

調達機関に与える負担の程度、当該提案が調達機関の業務に及

ぼす影響、当該調達の緊急性その他当該調達に関する状況を考

慮するものとする。

�～� 省略

７～９ 省略

ア～ウ 省略

エ ウの場合において、苦情申立人及び関係調達機関は、代理

人又は 補佐人を出席させ

ることができる。

オ 省略

カ 省略

キ 省略

ク 省略

ケ 省略

� 省略

６ 検討の結果及び提案

� 委員会は、苦情の申立てがあった日から９０日（建設工事（政

令第２条第４号 に規定する建設工事をいう。以下同じ。）に

係る苦情の申立てにあっては、５０日）以内に、次に掲げる点に

ついて明らかにするとともに、その理由を記載した報告書を作

成するものとする。

ア 省略

イ 苦情に係る調達手続が協定 に違反して行われたものか否

か

� 委員会は、特定調達が協定 に違反して行われたと判断する

場合には、次に掲げる是正策のうち、少なくとも一の適切な是

正策を記載した提案書を作成するものとする。

ア～オ 省略

� 委員会は、�の報告書及び�の提案書を作成するに当たって

は、調達手続におけるかしの程度、供給者に与えた不利益の程

度、協定 の趣旨の阻害の程度、苦情申立人及び関係調達機関

の誠意の有無、当該調達に係る契約の履行の程度、当該提案が

調達機関に与える負担の程度、当該提案が調達機関の業務に及

ぼす影響、当該調達の緊急性その他当該調達に関する状況を考

慮するものとする。

�～� 省略

７～９ 省略
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